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　生活習慣を変えることにより、数値

改善のチャンスとなりますので、ぜひ

参加してください。

とき　１月３１日、午前１０時～午後３時

ところ　市消防本部４階視聴覚室

内容など

■健康相談会（午前１０時～午後３時、

要予約）

けんこう小町（保

健師）による健康

アドバイス、一人

一人の生活習慣

病改善計画立案、

体組成や血管年

齢測定（希望者）

■健康講座（午後１時～２時）

けんこう小町（保健師）による講座

「糖尿病の予防、合併症の予防」　

対象者　国民健康保険加入者で、２７年

度に特定健診を受診し、内臓脂肪の蓄

積（腹囲）、血糖、脂質、血圧などのリ

スク要因により、生活習慣の改善が必

要と判断された人

※対象者には、保険年金課から電話で

通知します。

※対象者以外でも、国民健康保険加入

者であれば参加できますので、まずは

お問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、

１８８）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

 

生活習慣病に関する              
健康相談会・健康講座を実施

　生活習慣病は、症状が現れていなく

ても水面下で悪化する病気です。　

　本市では、４０歳～７４歳の国民健康保

険加入者を対象に、特定健康診査を実

施しています。

　このたび、特定健診の受診結果をも

とに生活習慣の改善が必要な人に対し

て、けんこう小町（保健師）による健

康相談会と健康講座を実施します。

相　談

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日、年末年始は休み）



購入型クラウド・ファンディ
ングセミナー

とき　１月２８日　午後６時３０分～８

時３０分（午後６時１５分～受け付け）

ところ　キックス（河内長野市昭栄町

７の１）

内容　購入型クラウド・ファンディン

グの事例紹介と活用方法など

対象者　本市、河内長野市、大阪狭山

市で事業を営む人など

定員　３０人（申し込み先着順）

参加費　無料

講師　酒匂　雄二さん（ＮＰＯ法人ま

ちイノベーション理事）

申し込み　１月６日～、日本データ

ビジョン㈱〔０６(６２７１)８７００〕（午前９

時３０分～午後６時３０分）へ

相続講座「相続トリビア10選
～その相続対策、本当に大丈
夫ですか？～」

とき　１月２８日、午後１時３０分～３時

ところ　総合福祉会館

内容　相続について、最新の相続手法

の紹介など

対象者　市内在住・在勤の人

定員　３０人（申し込み先着順）　※ただ

し、１世帯２人まで。

参加費　無料

申し込み　１月７日～１４日、午前

９時～午後５時までに、総合福祉会館

へ（電話申し込み可）

健康教室「要介護にならない

ために」

とき　２月１９日、午後３時１０分～４

時１０分

ところ　新堂診療所（若松町一丁目１９

の１０）

※駐車場はありませんので、公共交通

機関でお越しください。

内容　要介護にならないための 骨 
こつ

 粗 
そ

 鬆 
しょう

 症 ・骨折の予防
しょう

定員　３５人（申し込み先着順）　

参加費　無料

講師　真塚　健夫さん（阪南中央病院

整形外科部長）

申し込み　１月１８日、午前９時～、

同診療所〔(２３)３０６８〕へ

 

予備自衛官補募集

　必要な教育訓練修了後は予備自衛官

として任用されます。

受付期間　第１回＝１月８日～４月

８日まで、第２回＝７月１日～９

月１６日　※第１回募集で採用予定数

に達した場合、第２回募集は実施しな

い場合があります。

試験日　第１回＝４月１５日～１９日

、第２回＝９月３０日～１０月３日

※いずれか１日を指定します。

合格発表　第１回＝５月２０日、第２

回＝１１月１１日　

対象者　一般＝１８歳以上３４歳未満、技

能＝１８歳以上５３歳未満で、いずれも日

本国籍を有する自衛官未経験者（ただ

し、保有する技能によっては５５歳未満

まで可）

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔２４(３７９９)〕

 

府民公開講座「肺がんを知ろう」

とき　１月３０日、午後２時～４時

ところ　府立呼吸器・アレルギー医療

センター（羽曳野市はびきの三丁目７

の１）

内容　平島　智徳さん（同医療セン

ター肺腫瘍内科主任部長）による講演

「“肺がん”ってどんな病気なの？」、鈴

木　秀和さん（同医療センター外来化

学療法科部長）による講演「“治療”は

どうするの？」、岡田　由佳理さん（緩

和ケア認定看護師）による講演「“緩和

ケア”とは？」

※いずれも手話通訳あり。

定員　１００人（申し込み先着順）

参加費　無料

申し込み　１月６日～２７日まで

に、ファクスで講座名、参加者の氏名、

電話番号、人数、会場までの交通手段

を記入し、同医療センター〔０７２(９５７)

２１２１・０７２(９５７)６２８５〕へ（電話申し

込み可）

募　集

講座･催し

認知症介護家族の交流会

とき　１月２７日、午後１時３０分～３時

ところ　総合福祉会館

内容　講話「グループホームについて」、

参加者同士で情報交換

対象者　市内在住の認知症の人を介護

されている人

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　１月２１日までに高齢介護

課（内線１９６）へ（申し込み多数の場合

抽選）　※認知症の人もぜひ一緒に参

加してください。

若さ・健康・体力アップ教室

とき　２月１０日～３月２３日の毎週水曜

日、午後１時３０分～３時３０分（全７回）

ところ　けあぱる

内容　体力チェッ

ク、若さと健康を保

つための運動や食事

のポイント、口のケ

アについてなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人　

定員　３０人　参加費　無料

申し込み　１月３１日までにウエルネ

スけあぱるへ　※申し込み多数の場合

抽選。ただし、初めて参加される人を

優先します。

  

高齢者の障がい者控除対象者
認定書の申請を

　６５歳以上の寝たきりや認知症の高齢

者は、身体障がい者手帳などを持って

いなくても、市の障がい者控除対象者

認定書の交付を受ければ、所得税や市・

府民税の障がい者控除が適用される場

合があります。

　所定の基準を満たす人には、認定書

を交付しますのでお問い合わせくださ

い。なお、身体障がい者手帳などの所

持者は、改めて認定書の交付を受ける

必要はありません。

対象者　身体障がい者手帳などの交付

を受けていない人で、要介護認定を受

け、障がい者に準じる状態の人など

問い合わせ　高齢介護課（内線１９７）

福　祉

２３



 

成人式を迎える皆さんへ

　成人おめでとうございます。国民年

金に加入することは成人の義務の一つ

です。国民年金は、日本に住んでいる

２０歳から６０歳までの全ての人が加入

し、老後の所得保障だけでなく、不慮

の事態によって生活が不安定になるこ

とのないように支え合う制度です。　

　基礎年金の半分は国庫負担で賄われ

ているため、現在２０歳の人も納付した

保険料以上の年金を受け取れます。さ

らに、賃金や物価の変動に合わせて年

金受給額が改定されるため安心です。

　また、経済的な理由などで納めるこ

とが困難なときは、申請により保険料

の免除や納付を猶予することができる

制度などもありますので、詳しくはお

問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３）、

天王寺年金事務所〔０６(６７７２)７５３１〕

源泉徴収票が送付されます

　老齢年金は所得税法上の雑所得とし

て課税の対象になっています。そのた

め、老齢年金の受給者には１年間の年

金の支払い総額などを記載した「源泉

徴収票」が１月下旬に日本年金機構か

ら送付されますので、確定申告などの

際に添付してください。また紛失など

した場合は再交付申請をしてくださ

い。なお、障がい年金や遺族年金など

は課税対象外のため同票は送付されま

せん。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

国民年金保険料の「２年前納
（口座振替）」をご利用くだ
さい

　国民年金保険料の２８年４月末の口座

振替分で、割引額の大きい「２年前納」

がご利用いただけます。申込期限は２

月末までです。詳しくはお問い合わせ

ください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

国民年金
 

高額医療・高額介護合算療養
費制度の申請を

　１世帯で１年間に支払った医療保険

と介護保険の自己負担金の合計額が、

同制度の自己負担限度額（下表）を超

えるときは、それぞれからその超過額

が支給（払い戻し）されます。

　該当する人には、１月下旬に申請手

続きが記載されている勧奨通知を送付

する予定です。通知が届いたら、それ

に従って申請してください。

負担軽減の例

夫婦２人世帯でどちらも７０歳以上、住

民税非課税（低所得Ⅱ）の場合

　１世帯で１年間に医療保険で２５万

円、介護保険で２５万円を支払い、年間

の負担が５０万円の場合、世帯員全員が

住民税非課税の場合の基準額３１万円を

超えた金額の１９万円が払い戻され、実

際の年間負担額が３１万円になります。

注意事項

・市国民健康保険に加入の７０歳未満の

人については、一つの医療機関（外来

は診療科ごとの場合あり）での自己負

担額が月額２万１０００円未満の場合は対

象になりません

・医療保険と介護保険の自己負担額が

いずれか０円の場合は対象になりません

・支給額（超過額）が５００円以下の場合

は対象になりません

・２６年８月～２７年７月末までの間に、

「市町村を越える転居をした人」「他の

国民健康保険
医療保険制度から国民健康保険や後期

高齢者医療制度に移行した人」には、

勧奨通知ができない場合があります

問い合わせ　市国民健康保険加入者は

保険年金課（内線１５０、１８８）、後期高齢

者医療制度加入者は福祉医療課（内線

１５８、１５９）または府後期高齢者医療広

域連合給付課〔０６(４７９０)２０３１〕、介護

保険分は高齢介護課（内線１７９）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２４



 

固定資産税（償却資産）の　 
申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器具、

備品など）も課税の対象になります。

１月１日現在、市内に償却資産を所有

している法人や個人事業主は２月１日

までに申告してください（休・廃業

されている場合も申告が必要です）。　

　なお、所有者には１２月中に申告書類

を郵送していますが、届いていないと

きや事業の開始により初めて申告され

る場合はご連絡ください。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

給与支払報告書などは           
２月１日までに提出を

　事業主は、「給与支払報告書」を、給

与の支払いを受けている従業員が１月

１日に居住する市町村の住民税担当課

へ２月１日までに提出してくださ

い。なお、同報告書の提出枚数を記入

する総括表の「特別徴収」および「普

通徴収」の区分に注意してください。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２）

未納税額がないことの証明書
を発行

　１月から、市税の納税証明書とは別

に、証明日現在で未納税額がないこと

の証明書を納税課で発行します。

手数料　１件３００円

問い合わせ　納税課（内線１２２）

税
新築された認定長期優良住宅
の固定資産税を減額します

　新築された住宅で、長期優良住宅の

認定を受け、次の全ての要件に該当す

る場合、一定期間の固定資産税が減額

されます。

該当要件（①～④全てに該当）　

①「長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律」に規定する認定長期優良住宅

②２１年６月４日～２８年３月３１日まで

に新築された住宅

③住宅部分の床面積が５０平方（戸建

て以外の貸家住宅は４０平方）以上２８０

平方以下の住宅

④住宅部分と住宅以外の部分とがある

場合は、居住部分の割合が全体の床面

積の２分の１以上ある住宅

減額期間　新築後５年間（３階建て以

上の中高層耐火住宅は７年間）

※認定長期優良住宅に対する減額措置

は、新築住宅に対する減額措置に代え

て適用されます。また、都市計画税は

減額されません。

※新築の翌年１月３１日までに、認定を

受けて新築されたことを証明する書類

を添えて、課税課へ申告してください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

税務署からのお知らせ

○富田林税務署の確定申告会場は「す

ばるホール」です

とき　２月４日～３月１５日、午前

９時～午後５時（土・日曜日、祝日は

除く。ただし、２月２１日、２８日は

開設します）　※例年、確定申告期限間

際は大変混雑しますので、申告は早め

に済ませてください。

ところ　すばるホール　

○年金所得者の所得税の確定申告手続

きが簡素化されています

　２３年分の確定申告から、１年間の公

的年金等の収入が４００万円以下であり、

かつ公的年金等以外の所得金額が２０万

円以下である場合は、所得税について

確定申告書の提出は必要がなくなりま

した。

※ただし、この場合であっても所得税

の還付を受けるために還付申告書を提

出することはできます。

※所得税の確定申告が不要な場合で

も、住民税については別途申告が必要

となる場合があります。

○ｅ－Ｔａｘについて

　ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税シ

ステム）を利用するとインターネット

上で申告書の提出や納税ができます。

詳しくは、国税庁ホームページ〔http://

www.nta.go.jp/〕をご覧ください。

問い合わせ　富田林税務署（若松町西

二丁目１６９７の１）〔(２４)３２８１〕

 

水道管緊急修繕業務を委託し
ています

　緊急の水漏れや蛇口などの水道管の

トラブルがあった場合、本市では市管

工事業協同組合（向陽台一丁目３の１１）

と委託契約しており、水道管のトラブ

ルに２４時間体制で対応しています（出

張料は発生しません。ただし、修繕費

用は個人負担となります）。

※水道の修繕は、　市管工事業協同組合

〔０１２０(０３２)４９７〕へ（月～金曜日の

午前９時～午後５時３０分）。その他の

時間帯および土・日曜日、祝日、年末

年始は市役所宿直室〔(２５)１０００〕へ

ご連絡ください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）　

悪質な訪問販売にご注意を

　最近、まるで市から委託されたよう

な口ぶりで、水質の調査や浄水器を売

りつける訪問販売が発生しています。

　良心的に営業する業者が多い中、一

部の業者が「かたり」や「強引営業」

で問題を起こしています。

　市は直接、給水管

の清掃や浄水器の販

売・調査・工事など

はしていません。必

要でない場合や不審

に感じた場合は 毅  然 
き ぜん

とした態度で断ってください。

　また、「だまされたかな」と思われる

人は消費者相談をご利用ください。

問い合わせ　水道総務課（内線２５１）

市消費者相談室（内線１８６）

上下水道

２５


